
 

 

令和５年度開設予定大学等 審査意見（第一次） 

 

(総合福祉学部ソーシャルワーク学科（通信教育課程）) 

審査意見への対応を記載した書類(6月) 
 

（目次） 総合福祉学部ソーシャルワーク学科（通信教育課程） 

 

【教育課程等】 

1 メディア授業又は面接授業の区分について、例えば、「通信教育実施方法説明書」におい

て面接授業に区分されている「ソーシャルワーク演習Ⅰ」は、シラバスを見る限り面接で

実施する授業が 15 回中 6 回であるが、面接授業が授業科目全体の半数に満たない授業科

目は面接授業として取り扱うことは不適当であることから、必要に応じて適切に改めた上

で、申請書内の他の関係箇所も適切に修正すること。 

（是正事項）・・・P4 

 

2 包括的で総合的な福祉に関する知識と能力・方法を兼ね備えた社会福祉士や精神保健福

祉士のソーシャルワーカーを養成する」とする本課程の設置の趣旨を踏まえると、学生が

社会福祉士等の受験資格を得られるよう適切に配慮することは重要であると考えられる。 

 本学では 3 年次編入学者は入学定員と同数の 100 名を設定しているが、3 年次編入学者

に対する配慮については「国家試験受験資格の修得が容易になるよう、選択の幅を広げる

などの配慮」を行う等の記載があるのみであり、実際に 2年間で受験資格の取得ができる

教育課程となっているかについて判然とせず、学生の支援体制についても記載がなく妥当

性が判断できない。3 年次編入者のモデルカリキュラムを示す等により具体的に説明する

とともに、必要に応じて適切に改めること。あわせて、社会福祉士・精神保健福祉士に関

する指定科目の既修得単位について個別認定を行うことを踏まえると、学生に対しそれぞ

れ綿密な履修指導等が必要になると考えられるが、3 年次編入の入学定員が 100 名という

規模であることも踏まえると十分な教育研究指導体制がとられているかか必ずしも明らか

ではないので、具体的に説明すること。 

（是正事項）・・・P6 

 

【入学者選抜】 

3 編入学の単位認定に当たって、「修得したとみなす授業科目、単位は、本学の授業科目を

もとに、本学が評価し、認定する」とする一方で、3年次編入を許可した者に基礎教育科目

18 単位及び専門基礎教育科目 44 単位を「一括認定」するとあり、編入学者が単位を取得

した授業科目と本学の授業科目の対応関係を評価した上で適切に認定するのか明らかでは

ない。また、卒業要件に関しては、基礎教育科目が必修科目 9 単位・選択必修科目 15 単

位、専門基礎教育科目が必修科目 31単位・選択必修科目 21単位とされているところ、「一

括認定」では基礎教育科目 18単位・専門基礎教育科目 44単位を認定するとあり、卒業要

件で定められた科目区分等との関係でどの授業科目が単位認定されるかも明らかではな

い。これらについて、具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

（是正事項）・・・P9 

 

【教員組織】 

4 専任教員の年齢構成が著しく高齢に偏っていることから、教育研究の継続性の観点から、
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若手教員の採用計画など教員組織の将来構想を明確にするとともに、教員配置の適正化を

図ること。 

（是正事項）・・・P12 

 

5 教員組織について、専任教員に加え、兼担教員、指導補助員がチューターとなり、学修相

談や厚生補導業務等を行うこととされているが、教員については兼担教員が大半を占め、

指導補助者についても 3名の配置であると思われる。本学は開設する授業科目の大半をメ

ディア利用授業として設定していることから、面接授業に相当する教育効果を確保するた

めに教員に相応の負担が想定されるが、収容定員 600名の学生に対し、十分な教育研究指

導体制であるかが必ずしも明確ではない。教育研究指導体制が十分確保されていることに

ついて改めて具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

（是正事項）・・・P13 

 

【施設・設備等】 

6 本学は、「講義科目を中心としたオンデマンド授業によるメディア授業と、演習・実習に

対するオンデマンドによるメディア授業及び面接授業」を実施するとしている等、教育課

程においてはオンデマンド形式による授業を重視していると見受けられる。そのため、オ

ンデマンド教材を作成するための、例えば録音室等の設備等に関する環境は重要であると

考えられるが、申請書類からは作成の方法や環境の確保について説明されておらず、妥当

性を判断できないことから、具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。 

（改善事項）・・・P15 

 

【その他】 

7 大学通信教育設置基準第６条第１項に規定する「面接授業又はメディアを利用して行う

授業」について、本学の学則で定める卒業要件の中に記載が見受けられないことから、同

条の規定を踏まえた上で、適切に改めること。 

（改善事項）・・・P16 

 

【学生確保の見通し・人材需要の社会的動向】 

8 学生確保の見通しにおいて、本学が実施したアンケートにおいて、進学希望者の中から

社会福祉学分野に関心を持ちかつ本学科への進学意向を示した者が 305名いることを持っ

て根拠としているが、当該アンケートは回答者の９割が社会人であり、回答が 1年次入学

者数の見込みを示すのか 3年次編入学者数の見込みを示すのかが不明確である。また、3年

次編入学を希望する者が多いと思われる社会人学生についても高校卒業資格の者が含まれ

ている等、それぞれの年次の学生確保の見通しが適切に示されているとは判断できないこ

とから、1 年次入学者数の見込みと 3 年次編入学者数の見込みをそれぞれについて、回答

者の入学時期の意向も明らかにした上で、改めて具体的に説明するとともに、必要に応じ

て適切に改めること。 

（是正事項）・・・P17 

 

9 人材需要の社会的動向について、本学科の卒業生の就職先として考えられる社会福祉施

設、病院等を主とする事業所にアンケートを取った結果、過去 3年の社会福祉士及び精神

保健福祉士の年間採用人数が平均 47名、本学科の卒業生の採用を考える人数の合計が 134

名であることを持って根拠としているが、本学科の卒業生は 3年次編入学も考慮すると年
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間 200名となることから、卒業者数を満たす人材需要が示されているとは判断できない。

加えて、アンケートの質問項目についても中長期的な採用計画に対する質問はなく、中長

期的な社会的需要が見込まれるか明確ではない。これらの点について具体的に説明すると

ともに、必要に応じて適切に改めること。 

（是正事項）・・・P19 
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審査意見への対応を記載した書類(6月) 
 

1 【教育課程等】 

1 メディア授業又は面接授業の区分について、例えば、「通信教育実施方法説明書」

において面接授業に区分されている「ソーシャルワーク演習Ⅰ」は、シラバスを見る

限り面接で実施する授業が 15回中 6回であるが、面接授業が授業科目全体の半数に

満たない授業科目は面接授業として取り扱うことは不適当であることから、必要に応

じて適切に改めた上で、申請書内の他の関係箇所も適切に修正すること。（是正事

項） 

〔対応〕 

面接授業に区分されている科目については、面接授業が主ではなく、メディア利用との混

合の中で一部面接授業を行うもので、本来「メディア・面接授業」とするところを「面接授

業」に区分してしまっていた。そのように記載している「通信教育実施方法説明書」、「教育

課程等の概要」等の該当箇所を修正した。 

いずれの科目も、厚生労働省の社会福祉士及び精神保健福祉士養成における指定規則にあ

る面接授業の時間数を満たしている。 

 

通信教育実施方法説明書、教育課程等の概要及び設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

 

通信教育実施方法説明書（1ページ） 

 

 
メディア

利用 
面接 

開設する授業科目 

の合計単位数 
179 ― 

うち卒業又は修了 

に必要な単位数 
124 ― 

 

 

教育課程等の概要（3 ページ） 

授業科目の名称                      備考 

ソーシャルワーク演習Ⅰ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅱ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅲ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅳ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅴ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅵ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅶ    共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ  共同・メディア・ 

  

通信教育実方法施説明書（1ページ） 

 

 
メディア

利用 
面接 

開設する授業科目 

の合計単位数 
141 38 

うち卒業又は修了 

に必要な単位数 
114 10 

 

 

教育課程等の概要（3ページ） 

授業科目の名称           備考 

ソーシャルワーク演習Ⅰ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅱ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅲ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅳ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅴ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅵ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク演習Ⅶ     共同・面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ   共同・面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ   共同・面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ   共同・面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅳ   共同・面接授業 
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面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ  共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ  共同・メディア・ 

面接授業 

ソーシャルワーク実習指導Ⅳ  共同・メディア・ 

面接授業 

 

設置の趣旨等を記載した書類（42ページ） 

４．面接授業（スクーリング）実施方法及び体制 

面接授業であるスクーリング科目は、科目担当教

員と学生の直接対面による集中講義で行う。面接授

業（スクーリング）のみを行う科目はなく、オンデ

マンドによるメディア授業との混合で行う。スクー

リング科目として実施する科目は、社会福祉士・精

神保健福祉士養成においてスクーリングを行う科目

として位置づけられているもの及び基礎演習とし、

ソーシャルワーク演習やソーシャルワーク実習指導

科目のほか、精神保健福祉士の専門科目において行

う。２日から３日間の集中講義形式により授業を行

う。アクティブ・ラーニング、グループワークなど 

も行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置の趣旨等を記載した書類（40ページ） 

４．面接授業（スクーリング）実施方法及び体制 

面接授業であるスクーリング科目は、科目担当教

員と学生の直接対面による集中講義で行う。スクー

リング科目として実施する科目は、社会福祉士・精

神保健福祉士養成においてスクーリングを行う科目

として位置づけられているもの及び基礎演習とし、

ソーシャルワーク演習やソーシャルワーク実習指導

科目のほか、精神保健福祉士の専門科目において行

う。２日から３日間の集中講義形式により授業を行

う。アクティブ・ラーニング、グループワークなど

も行われる。 
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2 【教育課程等】 

2 包括的で総合的な福祉に関する知識と能力・方法を兼ね備えた社会福祉士や精神保

健福祉士のソーシャルワーカーを養成する」とする本課程の設置の趣旨を踏まえる

と、学生が社会福祉士等の受験資格を得られるよう適切に配慮することは重要であ

ると考えられる。 

 本学では 3 年次編入学者は入学定員と同数の 100 名を設定しているが、3年次編入

学者に対する配慮については「国家試験受験資格の修得が容易になるよう、選択の幅

を広げるなどの配慮」を行う等の記載があるのみであり、実際に 2 年間で受験資格

の取得ができる教育課程となっているかについて判然とせず、学生の支援体制につ

いても記載がなく妥当性が判断できない。3年次編入者のモデルカリキュラムを示す

等により具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。あわせて、社

会福祉士・精神保健福祉士に関する指定科目の既修得単位について個別認定を行う

ことを踏まえると、学生に対しそれぞれ綿密な履修指導等が必要になると考えられ

るが、3年次編入の入学定員が 100名という規模であることも踏まえると十分な教育

研究指導体制がとられているかか必ずしも明らかではないので、具体的に説明する

こと。（是正事項） 

〔対応〕 

申請時の「設置の趣旨等を記載した書類」P29の 2．履修指導方法に以下の内容を含めて

修正する。 

社会福祉士受験資格取得のみと社会福祉士・精神保健福祉士の両受験資格取得を 2年間

で可能とする 3年次編入生のための履修モデルを 2種類作成している（資料 19-2）。履修

モデルにもとづき、入学時の履修選択の際にチューターと指導補助員が、個別認定を行っ

た指定科目も考慮しながら、履修指導を行う。 

既修得科目を個別認定するため、卒業要件となる単位の区分や数が定まらず、個別の学

生に対して固定的な履修モデルを当てはめることは現時点では難しいが、大学を卒業（ま

たは中退）していたり、短期大学・専修学校などを卒業し、本学の学部の専門知識をある

程度有している者、比較的高い専門性を有する職業に就いているが、リカレント教育によ

り知識と学術を深め、キャリアアップしたい者に対し、それらを可能とするように履修指

導していく。履修単位が多く、学生が単位修得に困難が生じそうな場合、チューターや指

導補助員が面談などを通して2年間を超える履修についても指導していく。 

また、P26の（2）指導補助員の配置についても以下の内容を含めて修正する。 

3年次編入の入学定員が 100名となるため、開設 3年目から、指導補助員を当初の 3人

から 2倍の 6人に増員する。指導補助員は①担当教員からのメッセージや学生からの質問

に対しての回答、②掲示板の管理や出席状況の確認、学修進捗状況が遅れている学生への

問い合わせ、③小テストの採点や添削の補助、④面接授業（スクーリング）の調整（出席

する学生への照会と当日の運営）を業務内容とする。こうして、教員の教育研究を支援す

ることで、教育研究指導体制を確立していく。 

さらに、P46の（2）履修に関する質問・学修相談に、3年次編入学者に対する学修相談

について追記した。 

 

 設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

26ページ 

（２）指導補助員の配置 

26ページ 

（２）指導補助員の配置 
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専任教員や兼担教員などの科目を担当する教員の

負担を軽減し、かつ学生の学修生活を支えていく役

割を担う指導補助員を配置し、授業の補助や学修の

進捗状況に応じて個別に対応する等、オンライン上

またはキャンパスで学生からの相談対応を行う。 

主な業務内容は以下のとおりである。 

1）  担当教員からのメッセージや学生からの質問 

に対して回答 

2）  掲示板の管理や出席状況の確認、学修進捗状 

況が遅れている学生への問い合わせ 

3）  小テストの採点や添削の補助 

4）  面接授業（スクーリング）の調整及び当日の 

運営 

 

29ページ 

２. 履修指導方法 

社会福祉士受験資格取得のみと、社会福祉士・精

神保健福祉士の両受験資格取得を2 年間で可能とす 

る3 年次編入生のための履修モデルを2 種類作成し

ている（資料19-2）。この履修モデルにもとづき、入

学時の履修選択の際にチューターと指導補助員が、

個別認定を行った科目を考慮しながら、履修指導を

行う。 

既修得科目を個別認定するため、卒業要件となる

単位の区分や数が定まらず、個別の学生に対して固

定的な履修モデルを当てはめることは現時点では難

しいが、既修得科目のみならず、大学を卒業（また

は中退）していたり、短期大学・専修学校などを卒

業し、本学の学部の専門知識をある程度有している 

者、比較的高い専門性を有する職業に就いている

が、リカレント教育により知識と学術を深め、キャ

リアアップしたい者に対し、それらを可能とするよ

うに履修指導していく。 

履修単位が多く、学生が単位修得に困難が生じそ

うな場合、チューターや指導補助員が面談などを通 

して 2 年間を超える履修についても指導していく。 

卒業要件に関して、各学生がそれまでに修得して

きた科目を個別に審査し、基礎教育科目、専門基礎

教育科目、専門教育科目の必修、科目区分内で不足

している科目は、不足している単位数分の科目取得 

を必須とし、指導する。 

編入学後の学修指導については、教務委員及び指

導教授を中心にプレオリエンテーション（編入学前

の学校等における学修内容の聴取及び本学科におけ

る教育課程、履修方法、履修モデルなどの説明等）

及びオリエンテーション（単位認定とゼミの振分け

等）を実施する。さらに、履修単位が多く、学生が

単位修得に困難が生じそうな場合、チューターや指

導補助員が面談などを通して2 年間を超える履修に 

ついても指導していく。 

 

30 ページ 

３. 教育上の配慮 

卒業に必要な単位や社会福祉士・精神保健福祉士の 

専任教員や兼担教員などの科目を担当する教員の

負担を軽減し、かつ学生の学修生活を支えていく役

割を担う指導補助員を配置し、授業の補助や学修の

進捗状況に応じて個別に対応する等、オンライン上

またはキャンパスで学生からの相談対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29ページ 

２．履修指導方法 

編入学後の学習指導については、教務委員及び指導

教授を中心にプレオリエンテー ション（編入学前の

学校等における学習内容の聴取及び本学科における

教育課程、履修方法、履修モデルなどの説明等）及び

オリエンテーション（単位認定とゼミの振分け等）を

実施する。 
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３. 教育上の配慮 

卒業に必要な単位や社会福祉士・精神保健福祉士の
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国家試験受験資格の修得が容易にできるよう選択の

幅を広げるなどの配慮を行い、２年間で卒業要件を満

たすよう履修指導を行うとともに、実務経験がある場

合に実習等が免除となる可能性があるため、編入時に

相談に応じ、必要な助言を行う。 

履修単位が多く、学生が単位修得に困難が生じそ

うな場合、チューターや指導補助員が面談などを通 

して 2 年間を超える履修についても指導していく。 

 

47 ページ 

（２）履修に関する質問・学修相談 

学生の履修に関する相談は、チューターが担当す

る。入学と同時に少人数のグループに所属し、それ

ぞれに専任教員、兼担教員、指導補助員がチュータ

ーとして配置され個別面談のほか、授業や生活を含

めて常に相談相手となる。特に、3 年次編入による入

学者には、入学時に履修科目について詳細な打ち合

わせを行い、不安なく学修を継続できるようより丁

寧に対応していく。 

また、キャリアセンターは、就職指導やインター

ンシップに関する相談指導だけではなく、学生が生

涯を通したキャリアデザインが描けること、また履

修計画を通して自らが臨むキャリア計画が形成でき

ることを支援する。 

 

国家試験受験資格の修得が容易にできるよう選択の

幅を広げるなどの配慮を行い、２年間で卒業要件を満

たすよう履修指導を行うとともに、実務経験がある場

合に実習等が免除となる可能性があるため、編入時に

相談に応じ、必要な助言を行う。 

 

 

 

 

46ページ 

（２）履修に関する質問・学修相談 

学生の履修に関する相談は、チューターが担当す

る。入学と同時に少人数のグループに所属し、それ

ぞれに専任教員、兼担教員、指導補助員がチュータ

ーとして配置され個別面談のほか、授業や生活を含

めて常に相談相手となる。 

また、キャリアセンターは、就職指導やインターン

シップに関する相談指導だけではなく、学生が生涯を

通したキャリアデザインが描けること、また履修計画

を通して自らが臨むキャリア計画が形成できること

を支援する。 
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３ 【入学者選抜】 

3 学編入学の単位認定に当たって、「修得したとみなす授業科目、単位は、本学の授

業科目をもとに、本学が評価し、認定する」とする一方で、3 年次編入を許可した

者に基礎教育科目 18 単位及び専門基礎教育科目 44 単位を「一括認定」するとあ

り、編入学者が単位を取得した授業科目と本学の授業科目の対応関係を評価した上

で適切に認定するのか明らかではない。また、卒業要件に関しては、基礎教育科目

が必修科目 9単位・選択必修科目 15単位、専門基礎教育科目が必修科目 31単位・

選択必修科目 21単位とされているところ、「一括認定」では基礎教育科目 18単位・

専門基礎教育科目 44 単位を認定するとあり、卒業要件で定められた科目区分等と

の関係でどの授業科目が単位認定されるかも明らかではない。これらについて、具

体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。（是正事項） 

〔対応〕 

申請時の「設置の趣旨等を記載した書類」P28と P29の既修得単位の認定方法、P48の入

学者選抜について、以下の内容を含めて修正する。 

 一括認定を取りやめ、3年次編入を許可するためには、編入学希望者がそれまでに修得し

た科目が本学の授業科目に対応しているかを個別に審査して認定する。個別認定にあたって

は、教員で構成される審査チームを設ける。具体的には以下のとおりである。 

3年次編入学希望者の既修得単位を本学の単位として個別に認定する。既卒学校の成績証

明書並びに当該科目のシラバスまたは相当する書類を入試前に本学に提出し、チームにおい

て審査する。 

チームは、教員最大 26 人で構成され、ソーシャルワーク学科の教員を中心に、多様な学

生の受け入れを想定し、両学部横断でさまざまな領域を専門とする教員を含む。内訳は、通

信教育部総合福祉学部ソーシャルワーク学科専任教員 6人、ソーシャルワーク学科専任教員

10人、介護福祉マネジメント学科専任教員 3人、保健医療学部専任教員 7人。 

チームの教員数の積算の根拠は以下とする。 

3年次編入学の最大認定単位数を 62単位とする。これに対し、1単位科目 4科目、2単位

科目 27科目、4単位科目 1科目の計 32科目を審査すると仮定する。 

本学のこれまでの既修得科目の認定にかかる所要時間は平均して 1科目 10分程度であっ

た。そこで、通信教育部においても、1科目の認定処理にかかる所要時間を 10分とする。こ

の場合、1人に対して、10分×32科目＝320分。入学希望者が定員を一定程度上回ることを

想定し、希望者数を 120人とした場合、120人×320分＝38,400分となる。これを 26人の

教員で除すると、教員 1人 1,477分＝24.6時間となる。24.6時間を一日勤務時間 5時間で

除すると、4.92日となる。 

入学者選抜方法は、一般選抜、学校推薦型選抜（公募）、所属長推薦型選抜（公募）、総合

型選抜（自己推薦）と 4種類あり、時期も異なる。従って、教員の業務量として過度な負担

とならない。 

 こうしてチームで審査した結果を入学者選抜委員会に報告する。入学者選抜委員会で諮っ

た決定を、総合福祉学部教授会に再度諮り、教授会で認定したうえで 3年次編入の入学者選

抜の資格を与えることとする。 

また、関連して、卒業要件として必要な基礎教育科目18単位は、より専門的な科目の修

得を容易にするため20単位に修正する。また、専門基礎教育科目44単位としていたのを、

専門教育科目にも修得してきた科目があることを考慮し、42単位とする。 
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 また、P29の2．履修指導方法について以下の内容を含めて修正する。 

卒業要件に関して、各学生がそれまでに修得してきた科目を個別に審査し、基礎教育科目、

専門基礎教育科目、専門教育科目の必修、科目区分内で不足している科目は、不足している

単位数分の科目取得を必須とする。 

 

設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

29 ページ 

１．既修得単位の認定方法 

本学に入学する前に、大学、短期大学、専修学校専

門課程等で修得した授業科目、単位、学修時間は、

教育上有益と本学が認定したうえで、１年次及び２

年次において合わせて62 単位（内訳は下記表）を上

限として修得したものと認める。なお、修得したと

みなす授業科目、単位は、本学の授業科目をもと 

に、本学が個別に評価し、認定する。 

 

基礎教育科目

20 単位 

専門基礎教育

科目及び専門

教育科目42

単位 

合計62単位 

 

また、個別認定にあたっては、3 年次編入学希望者

の既修得単位を本学の単位として個別に認定する。

既卒学校の成績証明書並びに当該科目のシラバスま

たは相当する書類を入試前に本学に提出し、教員で

構成される審査チームで審査される。 

チームは、教員最大26 人で構成され、ソーシャル

ワーク学科の教員を中心に、多様な学生の受け入れ

を想定し、両学部横断でさまざまな領域を専門とす

る教員を含む。内訳は、通信教育部総合福祉学部ソ

ーシャルワーク学科専任教員6 人、ソーシャルワー

ク学科専任教員10 人、介護福祉マネジメント学科専

任教員 3 人、保健医療学部専任教員7 人。 

 

P2  目次 

第 10 章  入学者選抜の概要   ・・・p.50 

１ 入学者受け入れの基本方針(アドミッション・ポ

リシー：AP) 

２ 募集人員 

３ 入学者の選抜方法 

４ 「学力の 3 要素」と「アドミッション・ポリシ 

ー：AP」との関連性 

５ 入学者選抜の体制 

６ 3 年次編入 

 

53 ページに追記 

６．3 年次編入 

3 年次編入を許可するためには、編入学希望者がそ

れまでに修得した科目が本学の授業科目に対応して

いるかを個別に審査して認定する。個別認定にあた

っては、教員で構成される審査チームを設ける。具 

28、29ページ 

１．既修得単位の認定方法 

本学に入学する前に、大学、短期大学、専修学校専

門課程等で修得した授業科目、単位、学習時間は、

教育上有益と本学が認定したうえで、１年次及び２

年次において合わせて62単位を修得したものと認め

る。なお、修得したとみなす授業科目、単位は、本

学の授業科目をもとに、本学が評価し、認定する。 

 

（１）一括認定 

3年次編入を許可した者には、下記を一括認定する。 

基礎教育科目

18単位 

専門基礎教育

科目44単位 

合計62単位 

 

（２）個別認定 

科目ごとの個別認定は、福祉系大学で社会福祉士・

精神保健福祉士の指定科目の単位を修得している場

合、出願時の希望に応じて単位認定を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 目次 

第10章 入学者選抜の概要   ・・・p.48 

１ 入学者受け入れの基本方針(アドミッション・ポ

リシー：AP) 

２ 募集人員 

３ 入学者の選抜方法 

４ 「学力の3要素」と「アドミッション・ポリシ

ー：AP」との関連性 

５ 入学者選抜の体制 
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体的には以下のとおりである。 

3 年次編入学希望者の既修得単位を本学の単位とし

て個別に認定する。既卒学校の成績証明書並びに当

該科目のシラバスまたは相当する書類を入試前に本

学に提出し、チームにおいて審査する。 

チームは、教員最大26 人で構成され、ソーシャル

ワーク学科の教員を中心に、多様な学生の受け入れ

を想定し、両学部横断でさまざまな領域を専門とす

る教員を含む。内訳は、通信教育部総合福祉学部ソ

ーシャルワーク学科専任教員6 人、ソーシャルワー

ク学科専任教員10 人、介護福祉マネジメント学科専

任教員 3 人、保健医療学部専任教員7 人。 

  チームで審査した結果を入学者選抜委員会に報告

する。入学者選抜委員会で諮った決定を、総合福祉

学部教授会に再度諮り、教授会で認定したうえで3

年次編入の入学者選抜の資格を与えることとする。 
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4 【教員組織】 

4 専任教員の年齢構成が著しく高齢に偏っていることから、教育研究の継続性の観

点から、若手教員の採用計画など教員組織の将来構想を明確にするとともに、教員

配置の適正化を図ること。（是正事項） 

〔対応〕 

令和 5年度の開設にあたっては、40歳代１名、50歳代１名、60歳代１名、70歳代が 3名

となっている。 

教授 3名が 70歳若しくは 70歳を超える者が就任しているが、本学の設置の趣旨及び学科

の特色に合致した教育を行える教育経験が豊富な者で、しかも博士の学位を持つ者若しくは

博士課程修了後で修士以上の学位を持つ者で、専攻分野において優れた知識を有する者を配

置する必要があることから、結果的に定年年齢（65歳）を超えて必要な手続きを経て採用す

ることとなった。 

具体的には、専門分野が社会福祉学（精神保健福祉）で学位は博士、専門分野が家政学（地

域福祉）で博士課程修了した学位は修士、専門分野が学術（児童福祉）で学位は博士の３名

であり、大学が軌道に乗るまでの４年間を目途に在任していただくこととしている。 

今後の採用計画としては、各教授から、本学の教育研究の継続性及び教育研究内容の質の

向上を維持し、しっかりと学生支援が行えるように教員組織の年齢構成がバランスのとれた

形とするため、後継の教員を推薦いただくこととしており、早ければＡＣ期間中に採用し一

定の教育期間を設けることで、新任教員の育成及び引き継ぎを実施し、教育研究の継続的な

向上を図ることとしている。 

それ以降の教員採用にあたっては、職位・年齢等のバランス及び教育研究分野等を考慮し

たうえで計画的に採用を進め、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図れるよ

う、教員構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮してまいりたい。 

 

設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

56ページ 

採用する教員は、現在の専任教員の年齢構成・専

門分野等を考慮した上で、現在の専任教員が推薦す

るなどした若手教員を中心とし、学科の教員組織の

年齢構成がバランスの取れる形とする。教育研究水

準の維持向上及び教育研究の活性化を図れるよう、

教員構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのな 

いよう配慮する。 

 

53ページ 

採用する教員は、現在の専任教員の年齢構成・専

門分野等を考慮した上で、現在の専任教員が推薦す

るなどした若手教員を中心とし、学科の教員組織の

年齢構成がバランスの取れる形とする。 
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5 【教員組織】 

5 教員組織について、専任教員に加え、兼担教員、指導補助員がチューターとな

り、学修相談や厚生補導業務等を行うこととされているが、教員については兼担教

員が大半を占め、指導補助者についても 3名の配置であると思われる。本学は開設

する授業科目の大半をメディア利用授業として設定していることから、面接授業に

相当する教育効果を確保するために教員に相応の負担が想定されるが、収容定員

600名の学生に対し、十分な教育研究指導体制であるかが必ずしも明確ではない。

教育研究指導体制が十分確保されていることについて改めて具体的に説明するとと

もに、必要に応じて適切に改めること。（是正事項） 

〔対応〕 

組織的な教育をするためには、授業運営に携わる個々の教員に加え、専任の教員の教育

上の指導のもと、指導補助員がサポートすることは大変重要と考え、教育的配慮の下に、

学生に対する助言や演習等の教育補助業務を行わせ、大学教育の充実を図りたいと考えて

いることから、令和 5年及び令和 6年度は 3名で、令和 7年度以降は、6名で対応したい。

指導補助員 6名の根拠については、授業の開講中、双方向性を確保し、授業の効果を上げ

るために、授業の形態に応じて主として次の業務を行う。 

 

１．業務内容 

①担当教員からのメッセージや学生からの質問に対して回答 

②掲示板の管理や出席状況の確認、学修進捗状況が遅れている学生への問い合わせ 

③小テストの採点や添削の補助 

④面接授業（スクーリング）の調整（出席する学生への照会と当日の運営） 

 

２．積算の根拠は、前期及び後期ともに 10科目選択するとして 

① －１ 担当教員からのメッセージ業務 

1科目 30分×10科目×15回のうち 5回 ＝ 最大 1,500分 

①  －２ 学生からの質問に対して回答する業務 

         3人×10分×10科目×15回のうち 5回  ＝ 最大 1,500分 

② 掲示板の管理、出席状況の確認、学修進捗状況が遅れている学生への問い合わせ 

30分×10科目×15回のうち8回 ＝ 最大 2,400分  

③  小テストの採点や添削（15回の授業のうち 3回に 1回程度） 

学生定員 100人×１人 2分×10科目×5回＝ 最大 10,000分 

④ 面接授業（スクーリング）の調整 

（面接授業は 1～2科目の授業が、実施期間として概ね年12回実施） 

 年 12回×8時間 ＝ 最大 5,760分  

 

よって、各年度の指導補助員人数は次の通りとなる 

○ 令和５年度 指導補助員を配置 3名 

   （学生定員１００名）1週あたり 24時間の業務 

①＋②＋③＋④＝年間 21,160分（年間 353時間）÷15週＝1週あたり 24時間  

 

○ 令和６年度 指導補助員を配置 3名 

   （学生定員２００名）1週あたり 35時間の業務 （①～③)×２倍＋④ 
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①＋②＋③＋④＝年間 30,800分（年間 514時間）÷15週＝1週あたり 35時間  

 

○ 令和７年度 指導補助員を配置 6名 

   （学生定員４００名）1週あたり 75時間の業務  (①～③)×４倍＋④  

①＋②＋③＋④＝年間 67,360分（年間 1,123時間）÷15週＝1週あたり 75時間    

 

○  令和８年度 指導補助員を配置 6名 

     （学生定員６００名）1週あたり 103時間の業務 (①～③)×６倍＋④  

①＋②＋③＋④＝年間 92,400分（年間 1,540時間）÷15週＝1週あたり 103時間  

 

なお、通信教育に従事する事務職員は、専任３名、兼任４名となっており、システムの

不具合の対応等を含め、随時サポートする体制をとることとしている。 

また、本学としては指導補助員に対して、日常の指導の他に就任前や就任期間中、必要

な研修を行うことにより、質保証を担保するものである。 

 

 通信教育実施説明書 

新 旧 

1ページ 

 

職種 

通信教育

の課程を

専ら担当 

通学の 

課程を併

せて担当 

計 

専任教員 
6 

（5） 

0 

（0） 

6 

（5） 

兼任教員 
10 

（0） 

50 

（27） 

60 

（27） 

指導補助

者 

6 

（3） 

0 

（0） 

6 

（3） 

計 
22 

（8） 

50 

（27） 

72 

（35） 
 

1ページ 

 

職種 

通信教育

の課程を

専ら担当 

通学の 

課程を併

せて担当 

計 

専任教員 
6 

（5） 

0 

（0） 

6 

（5） 

兼任教員 
10 

（0） 

50 

（27） 

60 

（27） 

指導補助

者 

3 

（2） 

0 

（0） 

3 

（2） 

計 
19 

（7） 

50 

（27） 

69 

（34） 
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6 【施設・設備等】 

6 本学は、「講義科目を中心としたオンデマンド授業によるメディア授業と、演習・

実習に対するオンデマンドによるメディア授業及び面接授業」を実施するとしてい

る等、教育課程においてはオンデマンド形式による授業を重視していると見受けら

れる。そのため、オンデマンド教材を作成するための、例えば録音室等の設備等に

関する環境は重要であると考えられるが、申請書類からは作成の方法や環境の確保

について説明されておらず、妥当性を判断できないことから、具体的に説明すると

ともに、必要に応じて適切に改めること。（改善事項） 

〔対応〕 

メディア授業のための動画収録室については校舎 1 号棟 5 階奥の 2 室を使用することと

しており、申請時の図面においても記載している。2室は、収録のみならず、打合せ時にも

使用する予定である。 

また、機材においては、以下の本学既存のものを使用することとしている。 

いずれも、申請時の「設置の趣旨等を記載した書類」P40の本文中に記載がなかったため、

追記した。 

※使用機材 

・PC（dynabook BJ65/FS） ２台 

・カメラ（Apple iPad MW6C2J/A） ２台 

・マイク（NTTアドバンステクノロジーR-Talk 800PC） ２個 

・Lanケーブル（Elecom LD-GPA/BU5） ２本 

・ディスプレイ（I-O DATA LCD-AH221EDW） ２台 

 

設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

41 ページに追記 

（3）使用機材について 

メディア授業を行うため、動画収録室を2 室用意す

る。また、機材としては、以下のものを使用する。 

・PC（dynabook BJ65/FS）  ２台 

・カメラ（Apple iPad MW6C2J/A）  ２台 

・マイク（NTT アドバンステクノロジーR-Talk 800PC） 

２個 

・Lan ケーブル（Elecom LD-GPA/BU5）  ２本 

・ディスプレイ（I-O DATA LCD-AH221EDW）  ２台 
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7 【その他】 

7 大学通信教育設置基準第６条第１項に規定する「面接授業又はメディアを利用し

て行う授業」について、本学の学則で定める卒業要件の中に記載が見受けられない

ことから、同条の規定を踏まえた上で、適切に改めること。（改善事項） 

〔対応〕 

ご指摘のとおり、本学学則別表第３にて卒業要件として明示する。 

 

学則 

新 旧 

11 ページ 

別表第３  卒業要件 

保健医療学部  略 

総合福祉学部  略 

通信教育部 総合福祉学部 ソーシャルワーク学科 

必修科目 54単位 

選択科目（基礎教育科目） 15単位以上 

選択科目（専門基礎教育科） 21単位以上 

選択科目（専門教育科目） 34単位以上 

小計 124単位以上 

 

14 ページ 

別表第２ 略 

 

別表第３  卒業要件 

保健医療学部  略 

総合福祉学部  略 

通信教育部 総合福祉学部 ソーシャルワーク学科 

必修科目 54単位 

選択科目（基礎教育科目） 15単位以上 

選択科目（専門基礎教育科） 21単位以上 

選択科目（専門教育科目） 34単位以上 

小計 124単位以上 
 

11ページ 

別表第３ 卒業要件 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ページ 

別表第２～３ 略 
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8 【学生確保の見通し・人材需要の社会的動向】 

8 学生確保の見通しにおいて、本学が実施したアンケートにおいて、進学希望者の

中から社会福祉学分野に関心を持ちかつ本学科への進学意向を示した者が 305名い

ることを持って根拠としているが、当該アンケートは回答者の９割が社会人であ

り、回答が 1年次入学者数の見込みを示すのか 3年次編入学者数の見込みを示すの

かが不明確である。また、3年次編入学を希望する者が多いと思われる社会人学生

についても高校卒業資格の者が含まれている等、それぞれの年次の学生確保の見通

しが適切に示されているとは判断できないことから、1年次入学者数の見込みと 3

年次編入学者数の見込みをそれぞれについて、回答者の入学時期の意向も明らかに

した上で、改めて具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。（是

正事項） 

〔対応〕 

当初申請時のアンケートでは入学年次ごとの入学希望者が不明瞭であり、上記説明を実

施するために、アンケートの再調査を実施した。見直し内容としては、回答者に自身の経

歴と別紙パンフレットを比較し、希望する入学年次を選択する項目を追加。 

結果として、292人の進学希望の回答があり、292人のうち 135人が 1年次入学を希望

し、157人が 3年次編入学を希望していることを確認した。1年次入学・3年次編入学とも

に多くの進学希望者が見込めることが確認できた。 

 

学生の確保の見通し等を記載した書類 

新 旧 

6 ページ 

【アンケート調査の概要】 

・目的：新学科設置検討のための、高校生・社会人 

の進学希望分野等のニーズ調査 

・期間：2022 年 6 月7 日～2022 年6 月15 日 

・対象：通信制の進学希望者層と想定される通信制 

高校に通学する高校生と介護施設等に勤務する社 

会人 

・方法：高校及び介護施設等に調査依頼を行い、マ 

ークシート回答又はweb 回答を実施 

・アンケート調査依頼数：16,275 人（高校生：100 

人、介護施設等の社会人：16,175 人）なお、通信 

制高校においては1 校当たり100 人として、介護 

施設等においては１施設当たり35～50 人として算 

定 

・アンケート回収数（率）：1,803 人（11.1％） 

 

【アンケート調査結果】 

通信教育部総合福祉学部ソーシャルワーク学科の

アンケート調査結果について単純集計において 1 年 

次入学希望者142 名、3 年次編入学希望者174 人を確 

6ページ 

【アンケート調査の概要】 

・目的：新学科設置検討のための、高校生・社会人

の進学希望分野等のニーズ調査 

・期間：2021年12月29日～2022年1月20日 

・対象：通信制の進学希望者層と想定される通信制

高校に通学する高校生と介護施設等に勤務する社

会人 

・方法：高校及び介護施設等に調査依頼を行い、マ

ークシート回答又はweb回答を実施 

・アンケート調査依頼数：20,343人（高校生：

9,700人、介護施設等の社会人：10,643人）な

お、通信制高校においては1校当たり100人とし

て算定 

・アンケート回収数（率）：2,366人（11.6％） 

 

【アンケート調査結果】 

通信教育部総合福祉学部ソーシャルワーク学科の

アンケート調査結果について単純集計に加え、「質

問3.高校卒業後、または今後のキャリア形成の進

路」、「質問4.進学、またはキャリア形成を検討して
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認した。さらに以下の通り「質問4. 進学、またはキ

ャリア形成を検討している学問分野」、「質問6. 興味

のある社会福祉関係の資格」、「質問8. 本学科への進

学意向」、「質問9. 希望する入学年次」についてクロ

ス集計を実施し、本学科に対するニーズを確認し 

た。 

 

a. 「質問 4. 進学、またはキャリア形成を検討して

いる学問分野」、「質問6. 興味のある社会福祉関係の

資格」、「質問8. 本学科への進学意向」のクロス集計 

 

「質問 4. 進学、またはキャリア形成を検討してい

る学問分野」で「1.社会福祉関係」を選び、「質問6. 

興味のある社会福祉関係の資格」で本学科において 

取得可能となる資格に興味がある人381 名（全回答 

者の 21.1％）につき、「質問8. 本学科への進学意 

向」とのクロス集計を行った。介護施設等に勤務す 

る社会人が回答者の中心となっていることもあり、 

学問分野で社会福祉関係に関心を示し、「社会福祉 

士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事」いずれかの 

資格に興味を示している人の中において292 名が進 

学を希望していることが分かった。 

 

b.  「質問 4. 進学、またはキャリア形成を検討して

いる学問分野」、「質問6. 興味のある社会福祉関係の

資格」、「質問8. 本学科への進学意向」、「質問 9. 希

望する入学年次」のクロス集計 

 

「質問 4. 進学、またはキャリア形成を検討してい

る学問分野」で「1.社会福祉関係」を選び、「質問6. 

興味のある社会福祉関係の資格」で本学科において 

取得可能となる資格に興味があり、「質問8. 本学科

への進学意向」で「1.進学を希望する」を選んだ292

名（全回答者の16.2％）につき、「質問9. 希望する

入学年次」とのクロス集計を行った。 

292 人のうち 135 人が 1 年次入学を希望し、157 人

が3 年次編入学を希望していることが確認できたこ 

とから、限られたアンケート回答数において、1 年次

入学・3 年次編入学ともに多くの進学希望者が見込め

ることが確認できた。 

 

いる学問分野」、「質問8. 本学科への進学意向」に

ついてクロス集計を実施し、本学科に対するニーズ

を確認した。 

 

a.「質問3.高校卒業後、または今後のキャリア形成

の進路」と「質問4.進学、またはキャリア形成を検

討している学問分野」のクロス集計 

 

進学希望者516名（全回答者の21.8％）につき、

進学したい学問分野とのクロス集計を行った。介護

施設等に勤務する社会人が回答者の中心となってい

ることから、社会福祉関係、経営学・マネジメント

の分野について一定の関心があることが確認でき

た。 

本学科に関連する「社会福祉関係」分野について

は332人（回答者全体の14.0％、大学進学希望者の

64.3％）の進学希望者が本学科の分野に関心がある

ことが確認できた。 

 

b.「質問3.高校卒業後、または今後のキャリア形成

の進路」を進学希望とした回答者における「質問4.

進学、またはキャリア形成を検討している学問分

野」と「質問8. 本学科への進学意向」のクロス集

計 

 

進学希望者516名（全回答者の21.8％）を対象と

し、進学、またはキャリア形成を検討している学問

分野と本学科への進学意向についてクロス集計を行

った。 

本学科に関連する「社会福祉関係」分野を選んだ

回答者のうち305人（回答者全体の12.9％、進学希

望者の59.1％）が本学への進学可能性を示唆してお

り、限られたアンケート回答数において、多くの進

学希望者が見込めることが確認できた。 

 

上記のアンケート調査結果より、通信教育部総合

福祉学部ソーシャルワーク学科の学生確保につい

て、アンケート調査対象としなかった高校生・社会

人等からの志願や進学意向も想定されることから、

入学定員を満たす学生は十分に確保できるものと考

える。 
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9 【学生確保の見通し・人材需要の社会的動向】 

9 人材需要の社会的動向について、本学科の卒業生の就職先として考えられる社会

福祉施設、病院等を主とする事業所にアンケートを取った結果、過去 3年の社会福

祉士及び精神保健福祉士の年間採用人数が平均 47名、本学科の卒業生の採用を考え

る人数の合計が 134名であることを持って根拠としているが、本学科の卒業生は 3

年次編入学も考慮すると年間200名となることから、卒業者数を満たす人材需要が

示されているとは判断できない。加えて、アンケートの質問項目についても中長期

的な採用計画に対する質問はなく、中長期的な社会的需要が見込まれるか明確では

ない。これらの点について具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改める

こと。（是正事項） 

 

〔対応〕 

当初申請時のアンケートでは卒業者数を満たす中長期的な人材需要が必ずしも確認でき

る内容になっておらず、アンケートの再調査を実施した。見直し内容としては、卒業生を

輩出する初年度以降 4年間の各企業の求人・内部登用の検討状況を聴取する項目を追加。 

結果として 1年次入学定員 100人、3年次編入学定員 100人を合わせた、卒業時点での

定員数 200人を満たす、各年度平均人数 247人の採用・内部登用の検討状況を把握すると

ともに中長期的な社会的需要を確認することができた。 

 

新 旧 

15 ページ 

【アンケート調査の概要】 

・調査の目的 

新学科設置検討のため、アンケート調査を実施し 

設置検討の資料とする 

・調査対象 

新学科の専攻分野の卒業生の就職先として考えら 

れる北海道内に所在する社会福祉施設、病院等を 

主とする事業所 

・調査方法 

調査票による定量調査(アンケート調査) 

・実施時期 

2022 年 6 月7 日～2022 年6 月 15 日 

・回収状況 

417 事業所を対象に調査票を配布、その結果113 件 

の回答を得た(回収率 27.1%) 

 

【アンケート調査結果】 

➀養成する人材の今後の採用の必要性 

各事業所の今後採用したい人材としての必要性は

社会福祉士では8 割程度の事業所が、精神保健福祉

士では 7 割程度の事業所が、「不足」もしくは「や 

15ページ 

【アンケート調査の概要】 

・調査の目的 

新学科設置検討のため、アンケート調査を実施し 

設置検討の資料とする 

・調査対象 

新学科の専攻分野の卒業生の就職先として考えら 

れる北海道内に所在する社会福祉施設、病院等を 

主とする事業所 

・調査方法 

調査票による定量調査(アンケート調査) 

・実施時期 

2021年12月29日～2022年1月20日 

・回収状況 

339事業所を対象に調査票を配布、その結果141件 

の回答を得た(回収率41.5%) 

 

【アンケート調査結果】 

➀養成する人材の事業所における過年度採用状況と

今後の採用の必要性 

各事業所の過去3年平均の採用人数は、社会福祉

士は39.3人/年、精神保健福祉士は7.7人/年の採用

で推移している。 
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や不足」であると回答しており、採用ニーズの高さ

がうかがえる。 

 

②卒業生に対する採用・内部登用の希望 

本学科が養成する人材について、107 件の事業所が

「採用・内部登用を検討したい」と採用意向を示し

ている。 

また、採用・内部登用したいと考える各年度の平

均人数は 247 人で、1 事業所当たり約2 名の採用・内

部登用を希望しており、今後も底堅い人事計画が見

込まれる。 

アンケートで回答が得られた事業所だけではな 

く、調査対象としなかった事業所による新規採用や

就業中の進学希望者の内部登用も想定できることか

ら、通信教育部総合福祉学部ソーシャルワーク学科

の入学定員を満たす就職先は十分に確保でき、かつ

スキルアップによる企業内での内部登用による活躍 

の場は十分にあるものと考える。 

 

また、各事業所の今後採用したい人材としての必

要性は両人材とも6割程度の事業所が「不足」もし

くは「やや不足」であると回答しており、採用ニー

ズの高さがうかがえる。 

 

②卒業生に対する採用希望 

本学科が養成する介護と経営に関する知識を有する

人材について、71.4％の事業所が「採用を検討した

い」と採用意向を示している。 

また、採用を考える人数の合計は134人で、1事業

所当たり約1名の採用を希望しており、今後も底堅

い採用計画が見込まれる。 

アンケートで回答が得られた事業所だけではなく、調

査対象としなかった事業所による採用も想定できる

こと、及び進学希望者の多くが現在すでに就業してい

ることから、通信教育部総合福祉学部ソーシャルワー

ク学科の入学定員を満たす就職先は十分に確保でき、

かつスキルアップによる企業内での活躍の場は十分

にあるものと考える。 
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